
（注）収入が公的年金のみの人
公的年金収入金額の合計額が４００万円以下で、公的年金等にかかる雑所得以外の所得が２０万円以下となる人は、原則所得税の申告は不要です。この場合、
公的年金の支払者から送られてくる源泉徴収票の内容で計算しますので、源泉徴収票に記載してある所得控除以外で追加するもの（社会保険料控除、生命保険料控除、
扶養控除など）がある場合は、市民税・県民税の申告が必要です。

令和３年１月１日現在、ふじみ野市に住

所がありましたか？

令和２年１月１日～令和２年１２月３１日

までの間に収入がありましたか？

収入は給与収入だけですか？

給与収入は１か所で、勤務先から給与支

払報告書が提出されていますか？

申告は不要です

令和３年１月１日現在、ふじみ野市に事務所、事業所、

自己または家族のための屋敷がありますか？
申告は不要です

申告が必要です

以下に当てはまるものがありますか？

①収入金額が記載された税の各種証明書（所得・課税［非課税］証

明書）が必要となる

※児童（扶養）手当、公営住宅入居、自立支援医療の給付、入国

管理審査などの手続きで必要となります。

②国民健康保険（１６歳以上）、介護保険、後期高齢者医療保険、

いずれかの被保険者である

※保険税（料）算定に必要になることがあります。

申告が必要です
※市民税・県民税申告書の「収入のなかった方の

記載欄」に令和２年中の状況を記入してください

税務署に所得税の確定申告書を提出しますか？（注）

申告は不要です

扶養になっていますか？

申告は不要です

申告が必要です

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ いいえ

いいえ

いいえ

いいえいいえ

いいえ

いいえ

源泉徴収票の内容以外に、追加

する控除等がありますか？

いいえ
はい

源泉徴収税額がありますか？

はい
いいえ

申告が必要です


